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国 港区

平成30年度
改正社会福祉法の施行
区市町村が包括的な支援体制づくりに努める
旨を規定

令和元年度 包括的な支援体制について検討開始

令和３年度
改正社会福祉法の施行
「重層的支援体制整備事業」の創設

令和４年度 「福祉総合窓口」の設置

令和６年度 ★重層的支援体制整備事業 試行実施

令和７年度 ★重層的支援体制整備事業 開始予定

包括的な支援体制整備に関する経緯

地域住民が抱える課題が複雑化・複合化する中、属性を問わない包括的な支援体制を構築をするために、重層的支

援体制整備事業が創設されました。区は事業の一部を港区社会福祉協議会へ委託し、令和６年度試行実施、令和７

年度の開始を目指します。

【参考】
・実施自治体数 （令和３年度）４２自治体 （令和４年度）１３４自治体 （令和５年度）１８９自治体 （令和6年度予定）３４６自治体
・特別区実施自治体数 （令和３年度）１区 （令和４年度）３区 （令和５年度）６区 （令和6年度予定）１１区
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港区独自事業
「福祉総合窓口」

高齢者相談センター

基幹相談支援センター地域の相談拠点

子ども家庭支援センター・健康推進課

生活・就労支援センター
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